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武蔵野市教育、文化等の総合的施策の大綱（新旧対照表）  

 

※ 1「■重点的な取り組み」の掲載順は、新旧ともに「■施策の基本的方向性」

の内容に合わせて記載しています。  

※ 2 主な変更点に下線を引いています。  

旧  新  

■基本理念  

成熟した市民文化を支える武蔵野市の

教育、学術、文化の振興  

 

■施策の基本的方向性  

市は、市制発足当初より教育都市武蔵野

の実現に向け邁進してきた。今後も市の

歴史を未来へ継承し、地勢と歴史がはぐ

くんだ武蔵野の風土に根ざす普遍的で

個性豊かな文化の創造と、生涯にわたり

住み続けることのできる豊かな地域社

会を目指し、学校教育、生涯学習・スポ

ーツ、学術及び文化の振興を図るため、

市長と教育委員会は緊密に連携・協力し

て、以下の基本的方向性に基づき施策等

を立案し実施する。  

 

１  子どもが基本的人権をもつ存在で

あり、子どもの最善の利益を第一に考え

ることを前提としたうえで、一人ひとり

の個性が尊重された成長・発達ができる

よう良好な教育環境、社会環境を整備す

る。  

 

２  子どもたち一人ひとりに自ら人生

を切り拓き、多様な他者と協働してより

よい未来の創り手となる生きる力を育

むための教育を推進する。  

 

■基本理念  

成熟した市民文化を支える武蔵野市の

教育、学術、文化の振興  

 

■施策の基本的方向性  

市は、市制発足当初より教育都市武蔵野

の実現に向け邁進してきた。今後も市の

歴史を未来へ継承し、地勢と歴史がはぐ

くんだ武蔵野の風土に根ざす普遍的で

個性豊かな文化の創造と、生涯にわたり

住み続けることのできる豊かな地域社

会を目指し、学校教育、生涯学習・スポ

ーツ、学術及び文化の振興を図るため、

市長と教育委員会は緊密に連携・協力し

て、以下の基本的方向性に基づき施策等

を立案し実施する。  

 

１  子どもが基本的人権を もつ権利の

主体として尊重され、一人ひとりが個性

や可能性を発揮できるよう、子どもの最

善の利益を第一に考え、 良好な教育環

境、社会環境を整備する。  

 

 

２  子どもたち一人ひとりに自ら人生

を切り拓き、多様な他者と協働してより

よい未来の創り手となる生きる力を育

むための教育を推進する。  
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３  市民の誰もが、いつでも主体的に学

習やスポーツに親しみ、深めることがで

きるよう支援するとともに、その機会を

広げ、生涯学習施策を推進していく。  

 

 

４  市民の誰もが芸術文化や学術の成

果を享受できる機会をつくるとともに、

市民が自ら活動し、芸術文化を身近に体

験、活動、交流できるよう環境整備を進

め、本市で醸成されてきた豊かで多様な

文化を振興していく。  

 

■重点的な取り組み  

市は、武蔵野市長期計画をはじめ各種

の個別計画、教育委員会における教育目

標及び基本方針に基づき、さまざまな特

色ある施策を実施してきた。上記「施策

の基本的方向性」の実現に向けた重点的

な取り組みは、以下のとおりとする。  

 

○子どもの尊厳と権利が尊重される地

域社会の推進  

 武蔵野市子どもの権利条例に基づき、

子どもが成長するすべての過程におい

て、子どもの尊厳と権利が尊重される地

域社会を推進するため、さまざまな機会

を捉え、子どもの権利に関する普及、啓

発等の取組みを進める。また、子どもの

権利擁護機関について、令和６年度開設

に向け制度内容の検討を行う。  

 市の子どもに係る基本計画である第

六次子どもプラン武蔵野の策定にあた

り、当事者である子どもの意見を聴取す

る。  

３  市民の誰もが、いつでも主体的に学

習やスポーツに親しみ、深めることがで

きるよう支援し、環境の整備をするとと

もに、「学びおくりあう」地域づくりを目

指し、生涯学習施策を推進していく。  

 

４  市民の誰もが芸術文化や学術の成

果を享受できる機会をつくるとともに、

市民が自ら活動し、芸術文化を身近に体

験、活動、交流できるよう環境整備を進

め、本市で醸成されてきた豊かで多様な

文化を振興していく。  

 

■重点的な取り組み  

市は、武蔵野市長期計画をはじめ各種

の個別計画、教育委員会における教育目

標及び基本方針に基づき、さまざまな特

色ある施策を実施してきた。上記「施策

の基本的方向性」の実現に向けた重点的

な取り組みは、以下のとおりとする。  

 

○子どもの最善の利益を尊重する地域

社会の推進  

 武蔵野市子どもの権利条例に基づき、

子どもの権利に関する普及、啓発等の取

り組みを進める。計画や施策及び事業を

実施するにあたり、当事者である子ども

の意見や意思を聴く機会を確保できる

よう、様々な機会を捉えて市全体で取り

組みを進める。また、子どもの権利擁護

機関について、令和６年度中の開設に向

け準備を進める。  

 学校において「子どもにとって大切な

子どもの権利」等について、子ども自身

が学ぶ機会をつくり理解を促すととも
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 学校において「子どもにとって大切な

子どもの権利」等について、子ども自身

が学ぶ機会をつくり理解を促すととも

に、子どもの意見表明や子どもの参加の

実現に努める。  

 

○妊娠期から学齢期にわたる切れ目の

ない支援及び体制の推進  

 発達、不登校、虐待、貧困など子ども

や家庭、学校に関する課題の多様化、複

雑化に対応するため、関係機関が連携し

て子どもと子育て家庭への包括的な支

援を行う。  

 保健センター増築等に伴う複合施設

整備にあたり、子どもと子育て家庭への

望ましい支援のあり方及び複合施設に

おける相談のあり方について引き続き

検討を行う。また、児童福祉法改正に伴

う児童福祉と母子保健の一体的相談体

制について検討する。  

 各関係機関においては、以下の施策を

実施していく。  

 健康課では、医療的ケアが必要な子ど

もの家族からの相談や関係機関につな

ぐ役割などを担う「医療的ケア児コーデ

ィネーター」による相談体制の充実を図

る。  

 子ども家庭支援センターでは、子育て

支援ネットワークの調整機関として、虐

待、養育困難家庭に関する支援を行う。

また、引き続き子どもの貧困対策に係る

関係者のネットワークの強化を図るな

ど、第五次子どもプラン武蔵野に基づい

た貧困対策の施策を推進する。  

 各学校では、教員研修等を通して不登

に、日々の授業や学校行事等において、

子どもの願いや想いを受け止め、その実

現に努める。  

 

 

 

○子どもと子育て家庭への切れ目のな

い相談支援体制等の構築  

 発達、不登校、虐待、貧困など子ども

や家庭、学校に関する課題の多様化、複

雑化に対応するため、関係機関が連携し

て子どもと子育て家庭への包括的な支

援を行う。  

 子どもの貧困やヤングケアラーの問

題等、分野横断的な課題に対応するた

め、関係機関と連携し相談支援体制を強

化する。  

 児童福祉、母子保健、療育、教育等に

係る相談支援機能については、多部門・

多職種の連携による相談支援体制の構

築を検討する。  

 各関係機関においても、18 歳以降への

継続性も考慮し子どもと子育て家庭へ

の切れ目のない支援に必要な施策を実

施していく。  

 児童生徒の健康や食育の視点から、武

蔵野市が進めてきた質の高い給食提供

の取り組みを継続・発展させるため、市

が責任を持って質を担保する仕組みを

構築する。そのうえで、学校給食費の無

償化については、東京都の補助制度を活

用し、令和６年度中の実施に向けて様々

な観点から検討する。  
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校や貧困等の課題を取り上げ、教職員へ

の理解・啓発を図る。  

 教育支援センターについては、市立全

中学校区に１名ずつ配置したスクール

ソーシャルワーカーの活動などを継続

する。  

 

○総合的な放課後施策の推進  

 すべての就学児童が放課後等を安全

に過ごし、多様な体験・活動ができるよ

う地域子ども館事業を充実させる。  

 保護者の多様なニーズに対応できる

学童クラブの設置を促進するため、民間

学童クラブの開設支援を行うとともに、

児童増に対応するため学童クラブ室の

整備を引き続き進める。  

 学童クラブの４年生以上の受入れに

ついては学童クラブの需要増に対応し

ながら、学校長期休業中の一時育成事業

について検討を進める。  

 また、「放課後児童クラブ第三者評価

基準ガイドライン」を国が策定したこと

も踏まえ、学童クラブの安定的な運営や

質の向上に向けて、第三者評価を数年の

サイクルで全クラブ実施する体制を整

える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇子どもの居場所の確保  

 子どもの居場所の確保については、当

事者となる中高生世代など若者からの

意見も踏まえ、自由に来所でき、安心し

て過ごし、集うことができる多様な居場

所として、既存施設の活用も視野に入れ

て検討を進める。  

 学童クラブの児童増に対応するため、

引き続き学童クラブ整備を行うととも

に、保護者の多様なニーズに対応できる

民間学童クラブについて、新規開設した

施設の状況を見ながら開設支援を進め

る。４年生以上の受入れについては、こ

れらの施設拡充の進捗等を見据えなが

ら検討する。  

 長期休業中の学童クラブの昼食につ

いては、父母会主催で行っている弁当配

食での課題を解決するための方策を検

討する。  

 小中学生の居場所づくりをさらに進

めるため、学校司書による図書館開放や

合同部活動の設置、地域団体との連携・

協力などの取り組みを着実に推進する。 

 不登校児童生徒の社会的自立 に向け

て、安心して過ごせる居場所や多様な学

びの場の整備を推進する。  
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○生きる力を育む幼児教育の振興  

 「武蔵野スタートカリキュラム（試

案）」の実行・改訂をはじめ、幼稚園・保

育園・認定こども園と小学校との連携の

場づくりを各校で推進し、幼児教育と小

学校教育の円滑な接続を進める。  

 

 

 

○学校改築の計画的な推進  

 第一中学校について、入札不調を受

け、工期の影響を最小限にとどめなが

ら、当初設計の水準を維持した上で改築

工事を進める。  

 第五中学校については、実施設計に基

づき改築工事を進める。  

 第五小学校及び井之頭小学校につい

て、基本計画に基づき基本設計を行う。

また、学校のプールの在り方についても

検討を進める。  

 なお、井之頭小学校については第一中

学校の工期の進捗を見ながら、実施設計

以降のスケジュールについても基本設

計の中で検討を行う。  

 改築の第一グループ後半４校につい

て、昨今の社会経済情勢や教育の質な

ど、様々な観点から課題を精査する。  

 改築するまでの学校について、劣化・

改良保全事業（給排水管更新を含む）の

ほか、定期的な施設点検に基づく必要な

修繕を実施する。  

 

○学習者用コンピュータを活用した学

びの推進  

 学習者用コンピュータを適切かつ効

○生きる力を育む幼児教育の振興  

 令和５年度に策定した「武蔵野スター

トカリキュラム」を基に、各校にて幼児

期の豊かな学びを引き継いだ取 り組み

を推進し、幼児教育と小学校教育の円滑

な接続を進める。また、幼稚園・保育園・

認定こども園と小学校との連携の場づ

くりを推進する。  

 

○学校改築の計画的な推進  

 第一中学校及び第五中学校の新校舎・

新体育館について、社会経済情勢を注視

しながら改築工事を進める。  

 第五小学校及び井之頭小学校につい

て、基本設計に基づき実施設計を行う。 

 上記以降に改築を予定している学校

については、それまでの改築事業で得た

知見や経験を踏まえ、全市的な視点から

課題を検討する。  

 改築するまでの学校については、劣

化・改良保全事業、定期的な施設点検に

基づく必要な修繕を実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学習者用コンピュータを活用した学

びの推進  

 令和５年度に策定した「武蔵野市学習



6 

 

果的に活用した授業実践を蓄積する。ま

た、運用上の課題等を検討・協議し、各

学校における実践に生かし、学校への支

援体制の充実を図る。  

  「 ICT を使うことが当たり前の社会に

求められる『態度や知識・技能』を身に

付ける」ために、児童生徒が自律的・創

造的に学習者用コンピュータを利活用

できるよう、家庭や地域と連携を図りな

がら、子どもの発達段階に応じたデジタ

ル・シティズンシップ教育を推進する。

その成果と課題を武蔵野市学習者用コ

ンピュータ活用検討委員会で整理し、

「武蔵野市学習者用コンピュータ活用

指針」を作成する。  

 

○学校・家庭・地域との連携協働  

 「学校・家庭・地域の協働体制検討委

員会」の報告書に基づき、運営に関する

ガイドラインを作成し、モデル校（境南

小・第一中）を中心に、学校運営協議会

機能を加え、地域学校協働本部の機能を

強化した開かれた学校づくり協議会の

運営や地域学校協働活動の促進を図る。 

 自然体験や地域活動の体験を通じ、子

どもが市や地域への愛着を高めるとと

もに、新しい時代に必要となる資質・能

力等を育むことができるよう、学校・家

庭・地域が連携協力し、取り組みを進め

る。  

 

 

 

 

 

者用コンピュータ活用指針」に基づき、

情報モラルの徹底をはじめ、情報社会に

参画しようとする態度やＩＣＴを活用

した課題解決能力の育成など、デジタ

ル・シティズンシップ教育を家庭・地域

と連携して推進する。  

 各校で蓄積してきた学習者用コンピ

ュータを活用した授業実践や運用に関

する知見を基に、次期端末や次期学習サ

ービス、教育データの利活用等について

検討していく。  

 

 

 

 

 

○学校・家庭・地域との連携協働  

 学校運営協議会機能を加え、地域学校

協働本部の機能を強化した開かれた学

校づくり協議会の運営について、モデル

校（境南小学校及び第一中学校）の取り

組みを基に効果検証を行い、情報発信を

はじめとした令和７年度からの全校実

施に向けた各校の体制を整える。また、

モデル校の特色ある教育活動を推進し

ていくために、東京都教育委員会の制度

を利用し、教員公募を実施する。  

 学校図書館の放課後開放や小学校の

吹奏楽や合唱等の課外活動を含んだ 持

続可能な部活動の推進など、放課後の子

どもの居場所について検討し、地域等と

連携して充実させる。  

 自然体験や地域活動の体験を通じ、子

どもが市や地域への愛着を高めるとと

もに、新しい時代に必要となる資質・能
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○学校図書館の機能の充実  

 学校図書館は単に本を借りたり読ん

だりする読書センターの機能だけでは

なく、子どもたちにとっての居場所であ

り、学習センターや情報センターの機能

を有している。  

 配置時間を拡充した学校司書や学校

図書館担当教員を中心に、放課後の学校

図書館開放や中央図書館との連携、読書

の動機付け指導等、学校図書館の活用を

推進する。  

 

 

○総合体育館等の改修及び市営プール

の整備方針の検討  

 誰もがスポーツを快適に楽しむこと

ができるように総合体育館の長寿命化

を図るため、保全と機能改善等の大規模

改修に向けて、工事内容の精査及び調整

を踏まえて基本計画を策定する。  

 また、５年ごとに更新が必要な陸上競

技場の第三種公認検定を受けるため、改

修工事等を行う。  

 市営プールの整備については、第二期

スポーツ推進計画に示された方向性を

踏まえ、第六期長期計画・調整計画での

議論を経て、今後の整備について検討す

る。  

 

○武蔵野市文化振興基本方針に基づく

文化施策の推進  

力等を育むことができるよう、学校・家

庭・地域が連携協力し、取り組みを進め

る。  

 

○学校図書館の機能の充実  

 学校図書館は単に本を借りたり読ん

だりする読書センターの機能だけでは

なく、子どもたちにとっての居場所であ

り、学習センターや情報センターの機能

を有している。  

 選書やレファレンスサービスの充実

をはじめとした学校司書の資質の向上、

読書動機付け指導等の学校連携事業の

拡充、学校図書館資料の貸出増強のほ

か、市立図書館による学校図書館支援を

強化する。  

 

○市民の誰もがスポーツを楽しめる環

境の整備  

 市民の誰もがスポーツを楽しみ豊か

な生活を送り続けられるための取り組

みを進める。  

 市民スポーツの拠点である総合体育

館については、施設の長寿命化を図るた

め、保全と機能改善等の大規模改修に向

けて基本・実施設計を行う。  

 市営プールについては、第二期スポー

ツ推進計画及び第六期長期計画・調整計

画での議論を踏まえ、整備方針を検討す

る。  

 

 

 

○武蔵野市文化振興基本方針に基づく

文化施策の推進  
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 平成 30 年度に策定した「武蔵野市文

化振興基本方針」に基づき、様々な関係

者と連携・協働する仕組みや、文化振興

基本方針の取り組みを評価する手法に

ついて研究・検討を進めていく。  

 （公財）武蔵野文化生涯学習事業団が、

施設や事業部門間の連携を進めつつ、よ

り質の高いサービスを展開できるよう、

関係部課及び新事業団の連絡調整の体

制を確保し、必要な支援・指導を継続す

る。  

 令和３年度に作成された文化施設の

在り方検討委員会報告書を踏まえ、文化

施設の活用や整備について検討を進め

るとともに、文化施策の評価を含む文化

振興基本方針に基づく取り組みを推進

する。  

 （公財）武蔵野文化生涯学習事業団が、

施設や事業部門間の連携を進めつつ、よ

り質の高いサービスを展開できるよう、

関係部課及び事業団の連絡調整の体制

を活用し、必要な支援・指導を継続する。 


